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「新潟県観光振興条例（仮称)｣の素案について

ご意見を募集します

県では、魅力ある観光地の形成や交流人口の拡大などを実現するため、本県が観光立県を目指すための基本的な考え方と方向性を明らかにする「観光振興条例（仮称）」の制定を検討しております

このたび、条例の素案を作成しましたので、県民の皆様のご意見を募集します。

１　意見募集期間

平成２０年１０月１日（水）～平成２０年１０月２１日（火）

２　「新潟県観光振興条例（仮称）」素案の入手方法

(1) 県ホームページ（「意見・委員募集」のページ）の閲覧

(2) 県行政情報センター（県庁１階）における閲覧及び配布

(3) 地域振興局における閲覧及び配布

３　ご意見の提出方法及び提出先

(1) 郵　　　　便　〒950-8570  (住所記載は不要)

　　　　　　　 　　　産業労働観光部観光局交流企画課企画調整グループ
(2) ファクシミリ　０２５－２１１－３５３３

(3) 電子メール　ngt150010@pref.niigata.lg.jp  

※　電話でのご意見の募集は、行いません。

４　ご意見の提出に関する注意

(1) 氏名（法人の場合は、名称）、住所及び電話番号を明記してください。匿名の方のご意見は受け付けません。

※個人の氏名、法人の名称その他の個人又は法人の属性に関する情報は、公表しません。

(2) 様式は特に定めませんが、ご意見がどの素案のどの箇所に対するものであるかを明記してください（例：第５「基本方針」の１）。

５  ご意見の提出期限

平成２０年１０月２１日（火）（必着。ただし、郵便の場合は、当日の消印有効）

６  提出されたご意見の取扱い

条例案は、提出されたご意見を十分踏まえて定めることにします。

提出されたご意見の内容については、県としての対応状況と併せて、後日公表しますのでご了承ください。
７　その他

県では、外部有識者等を構成員とする「新潟県観光振興条例（仮称）検討委員会」を設置し、条例の内容について検討しており、検討委員会からの意見を踏まえ、今回お示しした条例素案を作成しています。

「新潟県観光振興条例（仮称）検討委員会」における検討状況については、県ホームページ（http://www.pref.niigata.jp/sangyorodo/sangyo/）をご覧ください。

８　お問い合わせ先

産業労働観光部観光局交流企画課企画調整グループ　担当：渡辺

　　　電　　　　話　０２５－２８０－５２５３

　　　ファクシミリ　０２５－２１１－３５３３

  　　電子メール　ngt150010@pref.niigata.lg.jp
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